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※基準価額は、信託報酬控除後の価額です。設定前営業日を10,000円として指数化して

います。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。 
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので

あり、実際の基準価額とは異なります。 

 

 
 

期 決算日 分配金（円） 

第18期 2023/07/24 1,300 

第19期 2024/01/23 300 

第20期 2024/07/23 1,400 

第21期 2025/01/23 500 

第22期 2025/07/23 0 

第23期 2026/01/23 1,400 

設定来累計分配金 13,200 

※分配金は、1万口当たりの金額です。 
※分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するも

のではありません。 
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 当月末 前月末 

基準価額（円） 12,547 13,762 

純資産総額（百万円） 3,111 3,202 

※基準価額は、1万口当たり。 

 基準価額(円) 基準日 

設定来高値 14,641 2024/07/17 

設定来安値 6,860 2020/03/24 

※同一の基準価額が複数ある場合、直近の日付を表示して

います。 
 

 
 

  1ヵ月 0.9 

3ヵ月 7.0 

6ヵ月 11.6 

1年 5.5 

3年 51.5 

5年 64.8 

10年 226.4 

設定来 267.1 

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出し

ていますので、実際の投資家利回りとは異なります。 
※各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来

の騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算してい

ます。 
 

 
 

株式等現物 94.1 

現金等 5.9 

合計 100.0 

株式

先物 

  
株式先物 - 

株式実質組入（現物＋先物） 94.1 

※組入比率は、純資産総額に対する実質的な割合です。 
※現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的

にマイナスとなる場合があります。 
 

 

基準価額・純資産総額

騰落率(税引前分配金再投資) (%)

ポートフォリオ構成 (%)

  
運用実績の推移 （設定日：2014年8月15日） 
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 業種 組入比率 

1 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 18.9 

2 資本財 13.3 

3 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9.3 

4 商業・専門サービス 9.2 

5 ヘルスケア機器・サービス 8.4 

6 金融サービス 6.7 

7 消費者サービス 6.0 

8 素材 4.8 

9 半導体・半導体製造装置 4.8 

10 ソフトウェア・サービス 3.4 

※組入比率は、組入有価証券評価額に対する実質的な割合です。 
※業種は、世界産業分類基準（GICS）によるものです。 
 

 
 

規模 組入比率 

100億米ドル以上 50.8 

50億米ドル以上100億米ドル未満 26.2 

10億米ドル以上50億米ドル未満 22.5 

5億米ドル以上10億米ドル未満 0.0 

5億米ドル未満 0.6 

※組入比率は、組入有価証券評価額に対する実質的な割合です。 
※発行済株式時価総額別の構成比です。 

組入上位10業種 (%)

規模別組入比率 (%)
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銘柄 

業種 

国・地域/ 

通貨 

時価評価額 

（億米ドル） 

組入 

比率 
銘柄概要 

1 
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC アメリカ/ 

米ドル 
291 2.7 

航空機・防衛・医療産業向けに、計測機器やイメー

ジセンサーを提供する電子・通信機器メーカー。 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 

2 
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC アメリカ/ 

米ドル 
199 2.5 

金融サービス業向けにコンピューター・ソフトウェア

を開発・販売するソフトウェア会社。 商業・専門サービス 

3 
FLEX LTD シンガポール/ 

米ドル 
233 2.5 

自動車や産業機器、通信業界向けにODM製品を

設計、開発する電子機器メーカー。 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 

4 
GLAUKOS CORP アメリカ/ 

米ドル 
68 2.3 

眼科疾患向けの医療機器メーカー。緑内障手術に

使われるステントなどを開発・製造・販売する。 ヘルスケア機器・サービス 

5 
OSI SYSTEMS INC アメリカ/ 

米ドル 
41 1.9 

医療モニター、麻酔システム、セキュリティ・検査シ

ステム、レーザー、光学機器などを展開する電子部

品メーカー。 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 

6 
RENTOKIL INITIAL PLC ADR イギリス/ 

米ドル 
159 1.9 

施設管理会社。規模・業種を問わず、公共機関、民

間企業に害虫駆除、衛生管理サービスなどを提供

する。 商業・専門サービス 

7 
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC アメリカ/ 

米ドル 
291 1.8 

独立系の金融コンサルティング企業。ファイナンシ

ャル・アドバイザー向けに投資情報や利便性の高い

システムを提供する。 金融サービス 

8 
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP アメリカ/ 

米ドル 
40 1.8 

色、味、香り関連の製品を製造する化学品メーカ

ー。 素材 

9 
AST SPACEMOBILE INC アメリカ/ 

米ドル 
410 1.7 

独自の衛星通信網を基盤に、通信キャリアと提携し

てネットワークサービスを提供する。政府向けサー

ビスも展開。 電気通信サービス 

10 
GLOBUS MEDICAL INC アメリカ/ 

米ドル 
122 1.7 

脊椎障害の治療用製品を開発、製造、販売する医

療機器メーカー。 ヘルスケア機器・サービス 

※組入比率は、組入有価証券評価額に対する実質的な割合です。 
※業種は、世界産業分類基準（GICS）によるものです。 
※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。 
※時価評価額は、各銘柄の発行済株式の時価総額であり、単位未満は切り捨てています。 
※当該個別銘柄は、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーのデータを基に委託会社が作成しており、銘柄推奨を目的としたものではありま

せん。 

組入上位10銘柄 (%)  （組入銘柄数 113）
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マーケット動向とファンドの動き

1月の米国中小型株式市場は上昇しました。上旬は、12月の

雇用統計で労働市場の堅調さが示されたうえ、過熱感のある

ハイテク株から相対的に割安感のある中小型株に物色動向が

移り、上昇しました。中旬は、中小型株を物色する動きが継続

し、上昇したものの、トランプ大統領がグリーンランドを取得す

るまで欧州に追加関税を課すと表明し、米欧間の緊張の高ま

りが意識されると、上昇幅を縮めました。下旬は、欧州への関

税措置を見送ったことから安心感が広がり、一時は反発しまし

た。しかし、一部の大型ハイテク銘柄の決算が、市場の高い期

待に届かず、月末にかけて下落しました。セクター別では、コ

ミュニケーション・サービスやエネルギーセクターなどが上昇

しました。為替市場では、米ドルは円に対して下落しました。 

こうした中、当ファンドの基準価額は上昇しました。個別銘柄

では、航空機向けに衛星システムや通信設備などを提供する

電子機器メーカーのテレダイン・テクノロジーズや、肝疾患の

治療薬などを開発するミルム・ファーマシューティカルズなど

がプラス寄与しました。 

 

 
 

 

今後のマーケット見通しと今後の運用方針

米国経済の安定した成長や根強い個人消費などを背景に、

2026年の株式市場への明るい見通しを維持しています。

FRB（米連邦準備理事会）はインフレの動向を見ながら金融政

策を慎重に決定していますが、政策金利の引き下げは市場全

体の追い風になると考えられます。当ファンドで投資している

中小型株は資金調達コスト低下の恩恵を受けやすく、バリュエ

ーション面でも大型株と比べて割安な株価水準にあります。ま

た、運用チームは特にAI活用に必要不可欠な電力銘柄に投資

機会を見出しています。これらの銘柄は相対的に割安な水準

で取引されており、電力需給がひっ迫するなかで高い成長が

見込まれています。 

運用チームは、リスク要因にも注意を払いながら、優れた経営

陣がリードする収益力のある成長企業に着目し、強固な財務

基盤や安定したキャッシュフロー、さらには高い資本利益率を

有する企業を選別しています。当ファンドでは、引き続きバリュ

エーションが今後の成長性に裏打ちされる銘柄に投資を行う

方針です。 

 

※マーケット動向とファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、作成時点のものであ

り、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 
 

 

 

 

 



  

  

 
 

信託財産の成⾧を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 
 

１． 主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成⾧を図ることを目的として、積極的な運用を行い

ます。 
米国中小型株式ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資します。 

マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 

 

２． マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運

用の指図に関する権限の一部を委託します。 
銘柄選択にあたっては、個別企業の徹底したファンダメンタル分析に基づき、差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有す

る成⾧企業に着目します。 

 

３． 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。 
実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 

 

（分配方針） 

年２回の決算時（毎年１月23日、７月23日（休業日の場合は翌営業日））に、経費控除後の配当等収益および売

買益（評価益を含みます。）等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金

額を決定します。 
● 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 

● 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が

支払われない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 

(円)ファンドの特色
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当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。 

これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではな

く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

また、投資信託は預貯金と異なります。 

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。 
 

● 株価変動リスク 

当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変

動により基準価額が上下します。また中小型株式は株式市場

全体の動きと比較して株価が大きく変動する傾向があり、当 

ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。 

● 為替リスク 

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で

為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このた

め為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった

場合には基準価額が下がる要因となります。 

● 個別銘柄選択リスク 

当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行います

ので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場

が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 信用リスク 

当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産

に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等に

は、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、

基準価額が下がる要因となります。 

● 流動性リスク 

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する

際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下

での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格ど

おりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基

準価額に影響をおよぼす可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(円)主な投資リスク

 
   

  マンスリーレポート 

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド  2026年1月30日基準 

   

 
 

   
当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、 
投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。 
「投資信託に関する留意点」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。 

6/12 
 

   



  

  

(円)お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円） 

購入価額 
購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額

は1万口当たりで表示しています。） 

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 

換金単位 販売会社が定める単位 

換金価額 
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財

産留保額を控除した価額 

換金代金 
原則として換金申込受付日から起算して5営業日目

からお支払いします。 

申込締切時

間 

原則として営業日の午後3時30分までに販売会社

が受付けたものを当日分のお申込みとします。 

なお、販売会社によっては異なる場合がありますの

で、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

購入・換金 

申込不可日 

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお

申込みの受付を行いません。 

・ニューヨーク証券取引所の休業日 

・ニューヨークの銀行の休業日 

換金制限 
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換

金請求に制限を設ける場合があります。 

購入・換金 

申込受付の 

中止および

取消し 

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替

取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき

は、購入・換金のお申込みの受付を中止することお

よびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を

取り消す場合があります。 

 

信託期間 2029年７月23日まで（2014年８月15日設定） 

繰上償還 

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合

意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上

償還）することがあります。 

・信託契約を解約することが受益者のために有利で

あると認める場合 

・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合 

・やむを得ない事情が発生した場合 

決算日 
毎年１月および７月の各23日（休業日の場合は翌営

業日） 

収益分配 

年２回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益

分配を行います。 

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配

金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱い

となる場合があります。詳細は販売会社までお問

い合わせください。 

課税関係 

課税上は株式投資信託として取り扱われます。 

原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の

値上がり益および償還時の償還差益に対して課税

されます。 

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たし

た場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象

となります。 

当ファンドは、NISAの対象ではありません。 

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更

となることがあります。 
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以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。 

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 

● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

運用管理費用 

（信託報酬） 

ファン ドの 日々 の 純 資産 総 額に 対 し て年 率

2.035％（税抜1.85％） 

※信託報酬には、米国中小型株式ファンド・マザ

ーファンドの株式等の運用の指図に関する権

限の委託を受けた投資顧問会社（ジャナス・ヘ

ンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシ

ー）に対する報酬（当ファンドの信託財産に属

する当該マザーファンドの純資産総額に対し

て年率0.60％）が含まれます。 

その他の費用・ 

手数料 

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間

中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ

きます。 

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委

託手数料 

・信託事務の処理に要する諸費用 

・外国での資産の保管等に要する費用 

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費

用   等 

※これらの費用等は、定期的に見直されるもの

や売買条件等により異なるものがあるため、

事前に料率・上限額等を示すことができませ

ん。 

● 投資者が直接的に負担する費用 

購入時手数料 

購入価額に、3.85％（税抜3.50％）を上限とし

て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得

た額となります。 

信託財産留保額 

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％

の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただ

きます。 

(円)ファンドの費用
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投資信託は、 
●預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保 
  険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会 
  社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にも 
  なりません。 

 

  
●購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもあり 
  ません。 
●投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありま 
  すが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 

 

 
 

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用 
  資料です。 
●お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書 
  （交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断く 
  ださい。 
●投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資 
  産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、 
  組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額 
  は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証 
  されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 
  投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損 
  益は全て投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預 
  貯金とは異なります。 

 

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判 
  断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、 
  正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載 
  データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するもので 
  はありません。 
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変 
  更される場合があります。 

   
◆収益分配金に関する留意事項◆ 
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があ 
  ります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 
●受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本と 
  は、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 
●分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となり 
  ます。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 

 
委託会社およびファンドの関係法人 
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社 

＜委託会社＞金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 

＜委託会社＞加入協会：一般社団法人投資信託協会 

＜委託会社＞加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会 

＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社 

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください。 

 

 
  
  

 

 
 

委託会社の照会先 
アセットマネジメントOne株式会社 
コールセンター  0120-104-694 
            (受付時間：営業日の午前9時～午後5時） 
ホームページ   URL https://www.am-one.co.jp/ 

 

投資信託に関する留意点

当資料のお取扱いについてのご注意
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○印は協会への加入を意味します。 

2026年2月10日現在 

商号 登録番号等 
日本 
証券業 
協会 

一般社 
団法人 
日本投 
資顧問 
業協会 

一般社 
団法人 
金融先 
物取引 
業協会 

一般社 
団法人 
第二種 
金融商 
品取引 
業協会 

備考 

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○  ○   

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号 ○  ○   

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○     

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号 ○     

三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式

会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○   

永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第5号 ○     

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○  ○ ○  

めぶき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1771号 ○     

大熊本証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第1号 ○     

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○  

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○  

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○  

三豊証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第7号 ○     

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。 
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 
●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
＜備考欄について＞ 
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 
                                                                                   （原則、金融機関コード順） 

販売会社一覧
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以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。 

○印は協会への加入を意味します。 

 2026年2月10日現在 

商号 登録番号等 
日本 
証券業 
協会 

一般社 
団法人 
日本投 
資顧問 
業協会 

一般社 
団法人 
金融先 
物取引 
業協会 

一般社 
団法人 
第二種 
金融商 
品取引 
業協会 

備考 

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託

金融商品取引業者 株式会社

ＳＢＩ証券） 
登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○  ○   

株式会社イオン銀行（委託金

融商品取引業者 マネックス

証券株式会社） 
登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○     

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託

金融商品取引業者 マネック

ス証券株式会社） 
登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○  ○   

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。 
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 
●販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
＜備考欄について＞ 
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 
※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 
※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 
                                                                                   （原則、金融機関コード順） 

販売会社一覧
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n/a 世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor's Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCIおよびS&Pの独占

的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントＯｎｅ株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによ

る分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の

表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性についての一切の保

証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編

纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の

可能性を通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。 
n/a  

指数の著作権などについて


